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Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｂ２－０ その他の服飾品 
 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｂ２－００ 全 その他の服飾品 

Ｂ２－０１０ 全 腹掛け等 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

たすき 腹掛け  

   
ようとをとわずＤ－ＣＬ

ＡＳＳ８ 

定義 

はき物、かばん及び携帯用袋物を除き、日常生活において身に付け、あるいは携帯するもので、Ｂ１、Ｂ２、

Ｂ３に該当する分類のないもの。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

衛生用マスク及び安眠用眼帯（Ｃ４－０３）を除く。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

登録 1173686号 Ｂ２－０ 
防寒用フェイスマスク 

登録 01116987号 Ｂ２－０ 
首用サポーター 

 


